
第102回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

（2025年４月１日から 2026年３月 31日まで）

事業報告
　企業グループの現況に関する事項
　　財産および損益の状況の推移
　　主要な事業内容
　　主要な事業所および発電所
　　従業員の状況
　　主要な借入先
　株式に関する事項
　会社役員に関する事項
　　責任限定契約の内容の概要
　　補償契約の内容の概要
　　役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険契約）の内容の概要
　会計監査人に関する事項
　�業務の適正を確保するための体制に関する基本方針および�
当該体制の運用状況

連結計算書類
　連結株主資本等変動計算書
　連結注記表

計算書類
　貸借対照表
　損益計算書
　株主資本等変動計算書
　個別注記表

監査報告書
　会計監査人の監査報告書

上記の事項につきましては，法令および定款第14条第２項の規定に基づき，当社ウェブサイトに
掲載することにより株主のみなさまに提供しております。
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企業グループの現況に関する事項
　財産および損益の状況の推移

　主要な事業内容（2026年 3月 31日現在）

（円）
■一株当たり当期純利益
　または当期純損失（△）
　

2025年度
（当年度）

（億円）
■総資産

2025年度
（当年度）

■売上高（営業収益）
（億円）

2025年度
（当年度）

（億円）
■経常利益または経常損失（△）

2025年度
（当年度）

2025年度
（当年度）

（億円）
■親会社株主に帰属する当期純利益
　または当期純損失（△）

2022年度 2023年度 2024年度

△255.14

2022年度 2023年度 2024年度

1,2641,264

2,919 2,5672,567

169.85169.85

452.13 365.50365.50
57,31857,318

849849

△1,992

23,724

2022年度 2023年度 2024年度

26,44928,17830,072

2022年度 2023年度 2024年度

1,8281,8282,261

△1,275

2022年度 2023年度 2024年度

53,98253,98253,88752,119

区　分　　　　　　　　　　年　度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
（当年度）

売 　 上 　 高 （ 営業収益 ）（億円） 30, 072 28, 178 26, 449 23, 724
経常利益または経常損失（△）（億円） △1, 992 2, 919 2, 567 1, 264
親会社株主に帰属する当期純利益
ま た は 当 期 純 損 失（△）（億円） △1, 275 2, 261 1, 828 849

一 株 当 た り 当 期 純 利 益
ま た は 当 期 純 損 失（△） （円） △255. 14 452. 13 365. 50 169. 85

総 資 産（億円） 52, 119 53, 887 53, 982 57,318

（注）�　一株当たり当期純利益または当期純損失は，当社の期中平均株式数により算出しております。なお，期中
平均株式数については，自己株式を控除した株式数を用いております。

事  業  区  分 主　要　な　事　業　内　容

発電・販売事業 発電事業（卸供給を含む），小売電気事業，エネルギーサービス事業，熱供
給事業，ガス事業，コミュニティサポート事業

送 配 電 事 業 一般送配電事業

そ の 他 情報・通信事業，不動産事業，土木・建築事業，廃棄物処理事業
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　主要な事業所および発電所（2026年 3月 31日現在）
⑴　当社の主要な事業所

事　業　所　（　所　在　地　）
本　　　店 本店（仙台市青葉区本町一丁目７番１号）

支　　　店
青森支店（青森市），岩手支店（盛岡市），秋田支店（秋田市），
宮城支店（仙台市），山形支店（山形市），福島支店（福島市），
新潟支店（新潟市）

支　　　社 東京支社（東京都千代田区），会津若松支社（会津若松市）

発　電　所　（　所　在　地　）

水　　　力
本道寺，八久和（以上山形県），
本名，上田，第二沼沢，宮下，柳津（以上福島県），
豊実（新潟県）

火　　　力
八戸（青森県），能代（秋田県），
仙台，新仙台（以上宮城県），原町（福島県），
新潟，東新潟，上越（以上新潟県）

原　子　力 東通（青森県），女川（宮城県）
風　　　力 新能代（秋田県）

会　　社　　名 事　業　所　（　所　在　地　）
発電・販売事業
酒 田 共 同 火 力 発 電 株 式 会 社 本店（酒田市）
日 本 海 エ ル・エ ヌ・ジ ー 株 式 会 社 本店（新潟県北蒲原郡聖籠町）
東 北 自 然 エ ネ ル ギ ー 株 式 会 社 本店（仙台市）
鳥 海 南 バ イ オ マ ス パ ワ ー 株 式 会 社 本店（仙台市）
東 北 電 力 フ ロ ン テ ィ ア 株 式 会 社 本店（仙台市）
東北電力エナジートレーディング株式会社 本店（東京都千代田区）
東 北 天 然 ガ ス 株 式 会 社 本店（仙台市）
東北エネルギーサービス株式会社 本店（仙台市）
送 配 電 事 業
東 北 電 力 ネ ッ ト ワ ー ク 株 式 会 社 本店（仙台市）
そ　　の　　他
株 式 会 社 ト ー ク ネ ッ ト 本店（仙台市）
東 日 本 興 業 株 式 会 社 本店（仙台市）
東 北 発 電 工 業 株 式 会 社 本店（仙台市）

⑵　当社の主要な発電所

⑶　重要な子会社の主要な事業所
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　従業員の状況（2026年 3月 31日現在）

　主要な借入先（2026年 3月 31日現在）

事　業　区　分 従　業　員　数
発電・販売事業 5, 513  名

送 配 電 事 業 8, 737
そ　　の　　他 4, 153

合　計 18, 403

（注）　「従業員数」は，出向者，休職者等を除いた就業人員を記載したものであります。

借　　　　入　　　　先 借 入 金 残 高
億円

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社

3, 292
2, 542

　　　1, 717
　　　   1, 528
　　　   900
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株式に関する事項（2026年３月31日現在）
　発行可能株式総数

10億株

　発行済株式の総数

５億288万2, 585株

　株　主　数

17万5, 468名

　大　株　主
株 主 名 当社への出資状況

持 株 数 持株比率
千株 ％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社（信 託 口） 71, 840 14. 34 
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行（信 託 口） 37, 395 7. 46 
東 北 電 力 従 業 員 持 株 会 17, 368 3. 47 
Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 10, 694 2. 13 
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 9, 609 1. 92 
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 7, 558 1. 51 
Ｊ Ｐ　Ｍ Ｏ Ｒ Ｇ Ａ Ｎ　Ｃ Ｈ Ａ Ｓ Ｅ　Ｂ Ａ Ｎ Ｋ　385781 6, 879 1. 37 
株 式 会 社 七 十 七 銀 行 6, 468 1. 29 
T H E  B AN K  O F  N EW  YOR K  M E L LON  1 4 0 0 4 4 5, 851 1. 17 
仙 台 市 5, 196 1. 04 

（注）�　持株比率は，自己株式（1, 807, 814株）を控除して計算しております。
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会社役員に関する事項
　責任限定契約の内容の概要
　当社は，会社法第427条第１項の規定により，取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に，
同法第423条第１項の取締役の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は，
法令に定める額としております。

　補償契約の内容の概要
　当社は，会社法第430条の２第１項の規定により，取締役との間に，補償契約を締結しており，同項第
１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補填することとしております。
当該契約においては，一事象当たりの補償上限額の定め等を設けております。

　役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険契約）の内容の概要
　当社は，会社法第430条の３第１項の規定により，保険会社との間に，当社および東北電力ネットワー
ク株式会社の取締役および監査役を被保険者として，被保険者に対して損害賠償請求がなされたことによ
り被保険者が被る損害賠償金および争訟費用による損害を填補する役員等賠償責任保険契約を締結してお
ります。当該契約においては，一定額に至らない損害を填補の対象としない免責額の定め等を設けており
ます。
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会計監査人に関する事項
　会計監査人の名称

ＥＹ新日本有限責任監査法人

　会計監査人の報酬等の額

　非監査業務の内容
　当社は，会計監査人に対して，公認会計士法第２条第１項の業務以外に，コンフォート・レターの作成
に関する業務を依頼しております。

　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は，会計監査人が会社法第340条第１項各号に定められている解任事由に該当すると判断
した場合は，監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する。
　監査等委員会は，上記の場合のほか，会計監査人の独立性および監査品質等を勘案して，会計監査人と
して適当でないと判断した場合は，会計監査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容を決
定する。

① 当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

百万円
251

② 上記の合計額のうち，当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額 106

（注）１�．当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の額を
区分しておりませんので，②の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含めております。

　　 ２�．監査等委員会は，取締役，社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて，
会計監査人の監査計画の内容，会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などを確認し検討し
た結果，適切であると判断したため，会計監査人の報酬等につき，会社法第399条第１項の同意を行って
おります。
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業務の適正を確保するための体制に関する基本方針および当該体制の運用状況
　業務の適正を確保するための体制に関する基本方針
　当社は，取締役会において，「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」を決議しております。
　なお，2026年３月25日開催の取締役会において，組織整備を踏まえた改正を決議しております。

　当社は，社会の一員として法令および定款に適合し，公正・透明かつ効率的に事業活動を推進する
ため，「業務の適正を確保するための体制」を次のとおり整備し，お客さま，地域の方々，株主・投
資家の皆さま，お取引先の方々などから信頼され選択される企業を目指す。

【１】経営管理に関する体制
　　①　�取締役会を原則として毎月１回開催し，法令・定款・社内規程に定められた決議事項およ

び経営に関する重要な意思決定を行うとともに，取締役の職務執行に対する監督を行う。
　　②　�取締役会において決定した役割に基づき，取締役は，法令・定款・取締役会決議に則り職

務を執行し，その職務の執行について定期的に取締役会に報告するとともに，相互に監督
を行う。

　　③　�独立性を確保した社外取締役の参画により，客観的・中立的かつ多様な視点での監督機能
を強化する。

　　④　�取締役会決議により重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取締役に委任するととも
に，社長執行役員，副社長執行役員および常務執行役員（以下，あわせて「役付執行役員」
という。）が業務執行を担う体制とし，「監督」と「執行」の役割を分担することで，取締
役会の監督機能を強化するとともに，迅速かつ機動的な意思決定により効率的に業務を執
行する。

　　⑤　�役付執行役員により構成される経営会議を原則として毎週開催する。経営会議では，取締
役会決議に基づき，全般的な業務運営の方針および計画ならびに重要な業務の執行につい
て協議する。

　　⑥　�役付執行役員は，事業運営に関する計画等を策定して重点施策・目標を明確化するととも
に，適切にマネジメントサイクルを展開することで，効率的な業務執行を推進する。

　　⑦　�取締役，執行役員および使用人（以下，あわせて「取締役等」という。）は，職務執行の
適正および効率性を確保するため，法令・定款・取締役会決議および社内規程等に基づき，
職務を執行する。

　　⑧　�取締役等の職務の執行に関わる文書，電磁的情報その他の情報等について，社内規程に基
づき適切に管理・保存し，取締役は，いつでもこれを閲覧することができる。

【２】コンプライアンスに関する体制
　　①　�取締役会は，東北電力グループサステナビリティ方針および東北電力グループ行動指針を

策定し，社長執行役員を議長とするサステナビリティ推進会議の下，企業グループが一体
となったサステナビリティを推進する。取締役および執行役員は本方針・指針を率先垂範
するとともに，自らの役割としてその定着と徹底を図る。

　　②　�社長執行役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し，東北電力グループコンプ
ライアンス活動方針を定め，コンプライアンス推進を担当する役員の監督の下，リスク・
コンプライアンス統括部を統括個所とし，各事業所においてはコンプライアンス推進活動
の責任者を中心に，東北電力グループ行動指針の徹底，教育・啓発活動等を行い，事業活
動におけるコンプライアンスを推進する。
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　　③　�コンプライアンス相談窓口を設置し，相談者（当社取締役等，グループ会社の取締役，使
用人および監査役ならびに取引先等の関係者）の保護を図りながら，相談案件の調査等を
行う。

　　④　�反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては，関連する社内規程等に基づき，毅然と
して対応する。

　　⑤　�コンプライアンスに関する取り組み等については，コンプライアンス委員会および取締役
会へ定期的に報告する。

【３】損失の危険の管理に関する体制
　　①　�全社および各部門のリスク管理が適切に行われるよう，組織，職務権限および社内規程を

整備する。
　　②　�経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについて，社長執行役員を議長とする統合

リスクマネジメント会議を設置し，統合リスク管理方針を定め，モニタリング・リスクマ
ネジメントを行うとともに，各部門は定期的に事業活動に関わるリスクの抽出・評価を行
い，その対策等を毎年度策定する事業計画に織り込み，管理サイクルの中でリスク管理を
実践する。

　　③　�自然災害および原子力災害等に関わるリスクへの対応について，定期的に訓練を行い，こ
れらの事象が発生した場合は非常災害対策本部等を設置し，適切に対応する。

　　④　�原子力発電所の自主的かつ継続的な安全性向上について，原子力安全推進会議を設置し，
定期的に安全性の評価・分析，リスク低減に向けた対応策等を検討し，適切に対応する。

　　⑤　�当社の財産や社会的信頼等に重大な影響を与える危機を未然に防止するとともに，万一危
機が発生した場合の被害を最小限に食い止めるため，危機管理委員会を設置し，リスクへ
の対応力向上のための訓練や情報共有化等に取り組む。これらの事象が発生した場合は，
社内規程に基づき対策本部を設置し，適切に対応する。

　　⑥　�リスクの管理状況について，定期的に取締役会等に報告する。

【４】内部統制に関する体制
　　①　�経営管理，コンプライアンスおよび損失の危険等の管理の適正性・効率性等を検証するた

め，社長執行役員直属の内部監査部門を設置して，当社，子会社および主要な関連会社（以
下，子会社および主要な関連会社を「子会社等」という。）に対し内部監査を実施し，そ
の結果を社長執行役員に報告するとともに，経営会議，取締役会および監査等委員会に報
告する。

　　②　�内部監査部門は，監査等委員会および会計監査人と連携・協力し，内部監査の実効性の向
上に努める。

【５】子会社等における業務の適正を確保するための体制	
　⑴子会社等の経営管理に関する体制
　　�　子会社等における業務が適正かつ効率的に行われるよう社内規程を定め，各社の経営に関す
る重要な計画およびその進捗状況の報告を受けるとともに，重要事項について事前協議および
報告を求め，指導・助言を実施する。また，企業グループ経営に関する重要計画の周知や企業
グループ経営会議の開催，共同施策の実施などにより，企業グループ経営を推進する。

　⑵子会社等のコンプライアンスに関する体制
　　�　東北電力グループコンプライアンス活動方針に基づき，企業グループ一体となった活動を実
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施するとともに，子会社等に対し，東北電力グループサステナビリティ方針および東北電力グ
ループ行動指針を踏まえて各社の行動指針を策定させるなど，法令と法の精神の遵守を徹底す
るよう，指導・助言を実施する。

　⑶子会社等の損失の危険の管理に関する体制
　　�　子会社等から経営に関する重要事項の事前協議および報告を受け，各社における重大なリス
クを把握するとともに，指導・助言を実施する。また，子会社等における重大なリスクおよび
コンプライアンス違反については，取締役会等に報告し適切に対応する。

【６】監査等委員会に関する体制
　⑴監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制
　　①　�監査等委員会の職務を補助すべき職責を担う監査等特命役員を置く。また，監査等委員会

の職務を補助する組織として監査等委員会室を設置し，同室に所属する使用人を置く。
　　②　�監査等特命役員および監査等委員会室に所属する使用人（以下，あわせて「監査等特命役

員等」という。）の監査等委員会に関する職務執行について，監査等委員でない取締役か
らの独立性と監査等委員会の指示の実効性を確保する。

　　③　�監査等特命役員等の人事に関して，事前に監査等委員会と協議する。
　　④　�監査等特命役員等に対して，監査等委員会の指示に基づき業務を遂行したことを理由とし

て不利な取扱いを行わない。
　⑵監査等委員会等への報告に関する体制
　　①　�取締役は，当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは，直ちに当該事

実を監査等委員会に報告する。
　　②　�取締役等は，当社の業務執行上重要と判断した事項について，監査等委員会または監査等

委員（以下，あわせて「監査等委員会等」という。）に報告する。
　　③　�取締役等は，監査等委員会等または監査等特命役員が監査のために報告を求めた場合はこ

れに応じる。
　　④　�コンプライアンス相談窓口に対する相談案件の概要について，監査等委員会に報告する。
　　⑤　�グループ会社における重大なリスクの発生およびコンプライアンス違反について，当社の

取締役等は，監査等委員会等に報告する。
　⑶�監査等委員会等へ報告をした者が当該報告を理由に不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制

　　�　監査等委員会等へ報告した者に対して，報告したことを理由として不利な取扱いを行わない。
また，グループ会社に対しても，監査等委員会等へ報告した者に対して，報告したことを理由
として不利な取扱いを行わないよう徹底する。

　⑷監査費用の負担方針に関する事項
　　　監査等委員がその職務の執行のために必要な費用を請求するときは，これを負担する。
　⑸その他監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　①　�監査等委員は，経営会議等重要な諸会議に出席の上，意見等を述べることができるととも

に，当社が管理・保存する文書，電磁的情報その他の情報等をいつでも閲覧することがで
きる。

　　②　�監査等特命役員は，取締役会，経営会議等重要な諸会議に出席の上，意見等を述べること
ができるとともに，当社が管理・保存する文書，電磁的情報その他の情報等をいつでも閲
覧することができる。

　　③　�代表取締役，監査等委員および監査等特命役員は，経営環境や重要課題等について相互に
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　業務の適正を確保するための体制の運用状況
　業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づく，当年度における運用状況の概要は，次の
とおりであります。

⑴経営管理に関する体制
　当社は，取締役会を原則毎月開催し（当年度は11回開催），法令・定款・社内規程に定められた事項お
よび経営に関する重要事項を決議するとともに，取締役から業務執行についての定期的な報告を受け，職
務の執行を相互に監督しております。
　また，独立性を確保した社外取締役を選任し，取締役会等を通して客観的・中立的かつ多様な視点から
の発言や助言を受けることなどにより，監督機能を強化しております。
　役付執行役員により構成される経営会議を原則毎週開催して（当年度は45回開催），取締役会決議に基
づく全般的な業務運営の方針および計画ならびに重要な業務について様々な観点から協議し，効率的な業
務執行を推進しております。
　具体的には，取締役会で決議された「東北電力グループ中長期ビジョン『よりそうnext』」および「東
北電力グループ中長期ビジョンにおける今後の経営展開『よりそうnext＋PLUS』」に基づき，事業区分ごと
に経営計画を策定するとともに，実施状況を報告するなど，的確にマネジメントサイクルを展開しており
ます。
　法令・定款・取締役会決議等に基づき社内規程等を定め，組織，職務権限等を明確化するとともに適切
な範囲で権限行使を行うなど，適正かつ効率的に職務を執行しております。
　職務の執行に係わる文書，電磁的情報その他情報等については，社内規程に基づき適切に管理・保存し，
取締役はいつでもこれを閲覧できるようにしております。

⑵コンプライアンスに関する体制
　「東北電力グループサステナビリティ方針」，「東北電力グループ行動指針」，「東北電力グループコンプ
ライアンス活動方針」を策定するとともに，社長執行役員を委員長とする「コンプライアンス委員会」を
開催し，年度ごとに策定する「コンプライアンス活動計画」に則ってコンプライアンス活動を展開してお
ります。
　2025年６⽉に判明した東通原⼦⼒発電所における性能試験・保安検査に係る一部未実施および記録の
不正作成に対しては，危機管理の対策本部にて初動対応を⾏った後，コンプライアンス委員会（委員⻑：
社⻑）の下に「東通原⼦⼒発電所事案に係る特別委員会」（委員⻑：コンプライアンス推進担当副社⻑）
を⽴ち上げ，調査等（事実確認に基づく原因分析および再発防⽌対策の⽴案等）を実施しております。さ
らに，社外の専門家で構成される独⽴検証委員会から，同調査等の結果に対する検証のほか，助言・提言
をいただいたうえで改善措置報告書を取りまとめ，本年２⽉に原⼦⼒規制庁へ報告いたしました。また，
同報告書で策定した改善措置計画を確実に実施し，当社のグループ⾏動指針が掲げる「コンプライアンス

認識を深めるため，定期的に会合を持つ。
　　④　�監査等委員会等は，監査の実効性を高めるため，内部監査部門から内部監査の結果等につ

いて情報の提供を受けるなど，内部監査部門と相互に連携を図る。
　　⑤　�監査等委員会等は，監査の実効性を高めるため，会計監査人との協議を行い相互に連携を

図る。
　　⑥　�監査等委員および監査等特命役員は，子会社等の監査役との間で定例の会議を実施し，監

査に関する情報の交換等を行う。
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の徹底」に向け，核物質防護に関係する組織に留まることなく，当社全体でコンプライアンス意識を問い
直し，さらなる意識の定着を推進しております。
　また，コンプライアンス相談窓口を社内外に設置し，企業グループを含めた役職員の職務執行に係る法
令違反等について早期発見と是正に努めるとともに，反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては，
社内規程に基づき適切に対応しております。
　これらコンプライアンスに対する取り組みについては，コンプライアンス委員会，取締役会および監査
等委員会へ定期的に報告し，継続的に改善を図っております。
　なお，2022年度に判明した東北電力ネットワーク株式会社が管理する当社以外の小売電気事業者のお
客さま情報を当社従業員などが閲覧していた事案等については，ハード・ソフト面の再発防止対策を着実
に実行しているほか，コンプライアンスの専任組織であるコンプライアンス推進室を設置して社内のモニ
タリング体制を強化しているとともに，社外の第三者からの評価も取り入れながら，二度と同様の事案を
発生させないよう，再発防止の徹底に努めております。

⑶損失の危険の管理に関する体制
　リスク管理に係る会議体や権限規程を整備するとともに，「2025年度統合リスク管理方針」を定めた
うえで，「統合リスクマネジメント会議」を開催し，経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクの管
理状況のモニタリングを実施しております。また，各部門は定期的に業務上や財務上のリスク調査を実施
し，リスクの認識，分析・評価を行い，重要なリスクへの対応については，各部門・カンパニー・本部の
中期計画や各室部の年度業務計画に織り込むなど，的確にマネジメントサイクルを展開しております。
　自然災害および原子力災害等に係るリスクについては，「防災業務計画」，「非常災害対策実施基準」，「原
子力災害対策実施基準」等を定めるとともに，自治体等と連携のうえ，非常災害対策訓練，原子力防災訓
練など定期的に訓練を実施しております。
　特に，原子力に係るリスクについては，自主的かつ継続的に原子力発電所の安全性向上を図るため，「原
子力安全推進会議」を開催し，原子力リスクの評価・分析，リスク低減に向けた対応策の検討などを行っ
ております。
　また，経営に重大な影響を及ぼすおそれのある危機に対しては，「危機管理活動計画」に基づき対応力
の維持・向上のための訓練や情報共有化の取り組みを行うとともに，活動状況については，「危機管理委
員会」で検証し，適宜見直しを行っております。
　なお，引き続き急激な燃料価格変動に伴う影響・対策について検討し，適切な対応に努めております。
　リスクの管理状況については，定期的に取締役会および監査等委員会に報告し，適切に対処しておりま
す。

⑷内部監査に関する体制
　内部監査部門は，計画に基づき当社および子会社等に対して業務全般にわたる内部監査を実施し，その
結果を定期的に社長執行役員，経営会議，取締役会および監査等委員会に報告しております。
　また，内部監査部門は，監査等委員会および会計監査人と定期的に意見交換等を行っております。

⑸子会社等における業務の適正を確保するための体制
①　子会社等の経営管理に関する体制
　　�　「グループガバナンス規程」および「グループガバナンス基準」を定め，子会社等の重要事項に
　　ついて事前協議および報告を求め，指導・助言を実施しております。
　　�　また，定期的な東北電力グループ経営会議などにより「東北電力グループ中長期ビジョン『より
そうnext』」および「東北電力グループ中長期ビジョンにおける今後の経営展開『よりそうnext�
＋PLUS』」等を周知するとともに，継続的に効率化・生産性向上施策を検討・実施しております。

②　子会社等のコンプライアンスに関する体制
　　�　「東北電力グループコンプライアンス月間」や，グループ会社各社との連絡会等による各社への支
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援を通じ，グループの一体感醸成とコンプライアンスの徹底を図るとともに，「東北電力グループサ
ステナビリティ方針」および「東北電力グループ行動指針」を踏まえて各社の行動指針を策定させて
おります。

③　子会社等の損失の危険の管理に関する体制
　　�　「グループガバナンス規程」および「グループガバナンス基準」により，子会社等における重大な
リスクについて事前協議および報告を求め，指導・助言をしております。

　　�　また，「危機管理対応マニュアル」や「東北電力企業グループ非常災害発生時の情報連携ルール」
を定めて，危機管理および非常災害時の体制を確立しております。

　　�　コンプライアンス相談窓口への相談等によりグループ会社の法令違反等を把握した場合は，取締役
会およびコンプライアンス委員会に報告し適切に対応しております。

　　�　なお，東北電力ネットワーク株式会社において，非公開とすべき情報が漏えいしていた事案等に対
する再発防止対策の実行状況を同社経営層に報告した内容について，親会社としての内部統制の観点
からモニタリングを実施し，取締役会および監査等委員会に報告しております。

⑹監査等委員会に関する体制
①　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制
　　�　「監査等委員会規程」および「組織規程」に基づき，監査等委員会の職務を補助すべき監査等特命
役員を置くとともに，専任の補助使用人が所属する「監査等委員会室」を監査等委員会の直轄下に設
置し，監査等委員でない取締役から独立させております。

　　�　監査等特命役員等の人事については，事前に監査等委員会と協議をしております。
　　�　また，監査等特命役員等に対し，監査等委員会の指示に基づく業務遂行をしたことを理由とする不
利な取扱いは行っておりません。

②　監査等委員会等への報告に関する体制
　　�　監査等委員会を原則毎月開催（当年度は13回開催）しております。
　　�　当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や業務執行上重要な事項は，随時，監査等委員会等へ
報告するとともに，監査等委員会等や監査等特命役員が監査において求めた事項についてはすべて報
告しております。

　　�　コンプライアンス相談窓口の受付・処理状況について定期的に監査等委員会に報告しております。
　　�　また，グループ会社における重大なリスクの発生およびコンプライアンス違反を把握した場合は，
適宜，監査等委員会等へ報告しております。

③　�監査等委員会等へ報告をした者が当該報告を理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　　�　監査等委員会等へ報告した者に対して，報告したことを理由とする不利な取扱いは行っておりません。
　　�　また，グループ会社に対しても，監査等委員会等へ報告した者に対して，報告したことを理由とし
て不利な取扱いを行わないよう周知徹底しております。

④　監査費用の負担方針に関する事項
　　�　監査等委員がその職務の執行のために必要な費用の負担については，適切に対応しております。
⑤　その他監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　�　監査等委員，監査等特命役員は，取締役会および経営会議等の重要な諸会議に出席しているほか，
各種資料の閲覧等を通じて重要な意思決定の過程および業務の執行状況を確認しております。

　　�　監査等委員，監査等特命役員は代表取締役等との間で，また，内部監査担当役員，会計監査人の三
者との間でそれぞれ定期的に情報交換を行うことで監査の実効性向上に努めております。

　　�　監査等委員会等は，内部監査部門から内部監査の結果等について情報提供を受ける等，相互に連携
を図っております。

　　�　監査等委員および監査等特命役員は，子会社等の監査役等と定期的に会議を実施し，監査に関する
情報の交換等を行っております。
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（単位：百万円）

当事業年度期首残高 　 　 △ 　 　 　 　

当事業年度変動額 　 　 　 　

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

当事業年度変動額合計

当事業年度末残高

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

評価・換算
差 額 等
合 計

資 本
準 備 金

利 益
準 備 金

そ  の  他
利益剰余金

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日まで

株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本 評　価　・　換　算　差　額　等

純 資 産
合 計資 本 金

資本剰余金 利　　益　　剰　　余　　金

　 251,441 　 26,657

自己株式
株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

　 62,860

利益剰余金
合 計繰 越 利 益

剰 余 金

8,229 8,858 17,087 　 719,265365,392 428,253 4,175 702,177

　 　　　 　

剰余金の配当 　 　 △ 20,043 △ 20,043　 △ 20,043　 △ 20,043 　

　 125,138 　 　 125,138　 　

　 　

　 　 125,138 　125,138　

△ 16△ 16 　

　 　

　 　 △ 16　

△ 0 △　 　 160

株主資本以外の項目の
当該事業年度変動額
（純額）

　 　

　 161 　 160 　

8,766 　　 　

　

　　

　－

　

16,401

　 － 　 － 　

7,634 　 16,401 　　

　 62,860

121,640

　 251,441 　 26,657

105,239 　 8,766 　 7,634 　105,095 　 105,095 　 144 　

　 840,90516,996 　 16,492 　 33,489533,348 △ 4,030 　 807,416　 470,487 　

　

16,401

0
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

２０２６年５月１３日

東 北 電 力 株 式 会 社

取締役会   御 中

東 京 事 務 所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 山 﨑 隆 浩

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 大 倉 克 俊

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 清 水 幹 雄

監査意見
 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、東北電力株式会社の
２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第１０２期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的
影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

EY新日本有限責任監査法人
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで
軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以  上
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